
人生の最終段階に受けたい医療とは 
 

メッセージノート 

～あなたの想いに寄り添うために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前  

 

 

熊本市 

「人生の最終段階の医療」とは、突然の事故や回復の見込みがある脳卒中や心

筋梗塞等ではなく、病状や衰弱が進み治療回復の見込みがなく、やがて死を迎

える状態になった時の医療を想定します。 



 

 

はじめに 

 

 

人はだれしも、その人らしい充実した人生が送れ、生ききること

ができれば幸せではないでしょうか。 

どのような生活を送ったとしても、誰にでも死が訪れます。 

亡くなることの話をすることは、「そんな縁起でもない」とか、「ま

だまだ元気だから」と、普段の生活から、ついつい遠ざけがちなこ

とかもしれませんが、元気な時だからこそ、これまでの自分の人生

を振り返り、これから何を大切にしてどのように生きていきたいか、

人生の最期をどのように迎え、送りの儀をどうして欲しいのかなど、

家族や身近な人達と話し合ったり、考えてみることも大切ではない

でしょうか。 

人生の中では、さまざまな不安がよぎることもあります。また、

病気になった時や、介護が必要になった時にどうしたいかは、人そ

れぞれで違うものです。 

このノートは、そのような時に慌てないように、そして困らない

ように、事前に考えたり、家族と話したりするきっかけの一つにな

ればという願いで作成したものです。 

 

遺言書のように、法的な拘束力があるものではありません。また、

想いが必ずかなうとは限りませんが、時間がある時に、これまでの

人生を振り返り、悔いなく生ききれるように、自分の「想い」を描

いてみることは、きっと無駄にはならないはずです。 

 

 

 

～在宅療養患者等の救急医療等に関する検討会～ 

 

 

 

 

【表紙写真】『山崎廣太郎』（撮影場所：江津湖） 
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事例１  本人の想いを家族や医療･介護関係者で共有できた事例

T さん ６９歳 男性 肺がん末期の方です 

Ｔさんは病院で勧められた抗がん剤治療を受けない

選択をし、自宅での療養を続けていました。介護者は妻

ですが、妻をサポートするために、訪問診療、訪問看護、

訪問薬剤師、福祉用具レンタルなどの在宅サービスを利

用し、関わりを持つスタッフ全員が本人の意思を確認で

きていました。本人の希望通り、最後は痛みをとる緩和

ケアで、満足のできる最期を迎えることができました。 

 本人の希望をかなえることができた妻にとっても満足のできる結

果になったようです。（点線内は、在宅療養で利用していたサービスの内容） 
訪問診療:週 1回訪問､病状が変化した時は電話での相談及び往診 

訪問看護:週 3回訪問､不安な時は電話での相談及び緊急訪問 

訪問薬剤師:週 1回、麻薬も含め薬の指導や相談 

福祉用具:（レンタル）電動ベッド､じょく瘡予防マット､介護テーブル､車椅子 

（購入）ポータブルトイレ 

訪問入浴：週 2回自宅に簡易浴槽を持参し、寝たままでの入浴支援 

 
 

事例２本人の想いが共有されず納得できる最期にならなかった事例 

Ｕさん ７８歳 男性 慢性閉塞性肺疾患 在宅酸素 5ℓ/分 の方です 

呼吸機能が低下してきたため、自宅で最期を迎えたい

との希望があり、介護する妻、別居している子供もその

つもりでいました。転倒を繰り返していましたが、在宅

サービスが整い、安定した生活を送っていたようです。

しかし、遠くに住む親戚が帰ってきた際に転倒し、家族

はその対応に慣れていましたが、慌てた親戚が救急車を呼んでしま

いました。救急病院に運ばれた後、そのまま入院となり、結局自宅

での最期を迎えることができませんでした。もし、本人の意思を書

いた文書があり、事前に親戚にも伝えて、納得させることができて

いればと家族は悔やんでいます。 
訪問診療:隔週訪問､病状が変化した時は電話での相談及び往診 

訪問看護:週 1回訪問 不安な時は､電話での相談及び緊急訪問 

訪問リハビリ:週 2回訪問 機能訓練 

訪問介護:週 2回 自宅風呂場で入浴介助 

福祉用具:（レンタル）電動ベッド､四点杖､車椅子 

     （購入）シャワーチェア､バスボード、ポータブルトイレ 

住宅改修:手すりの設置､段差解消､ドアノブの交換

◎『人生の最終段階における医療』と言われても、分かりにくいと 

 思います。先ず、事例を読んで、イメージをしてみてください。 

http://3.bp.blogspot.com/-LdN9X5o76Ec/UrlmosMXGFI/AAAAAAAAcJE/BaOUOl6eBJ0/s800/kitoku_gorinju.png
http://www.irasutoya.com/2014/07/blog-post_9.html
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事例３本人に代わって、家族が選択を迫られた事例 

Ｓさん ８０歳 女性 認知症 ５２歳の娘さんが介護しています 

母親の状態が次第に悪化し、娘さんは、医師

より延命治療をどうするかを尋ねられました。

母親とは全くそういう話をしたことがなかった

ので、娘さんはとても悩みました。かといって、

現段階では母親に意思を確認できる状態ではあ

りません。娘さんは兄弟にも相談し、元気な時

の母親の言動や性格などいろいろなことを思い

起こし考えました。そして、きっと母親だった

ら、延命治療は望まないに違いないと考え、延

命治療はしないという決断をしました。 

その数日後、母親は亡くなりましたが、娘さんは本当にこれでよ

かったのかと一人悩んでいました。 

後日、遺品の中から「もしもの時は、延命治療は一切しないでほ

しい」という母親のメモが出てきました。それを見た時「これでよ

かったんだ」と、やっと安堵の表情が見えてきました。 

 

事例４  本人の想いが変化し、事前指定書を書き直した事例

Ｏさん ５７歳 男性 神経難病の方です 

当初「人工呼吸器はつけたくない」との意思をもっており、

事前指定書にもそのように書いていました。しか

しながら、「一日でも長く生きてほしい」という

家族の強い想いと、また、孫の成長を見守りたい

との自らの気持ちの変化から、事前指定書を書き

直されました。事前に延命治療について、家族を

含めて十分に話し合うことができており、現在、

人工呼吸器、胃ろうをつけ、毎日を穏やかに過ご

されています。 

 

 

 

 

 

このように、『人生の最終段階における医療』は、自分だけでなく、

周りの大切な人達の気持ちも左右させてしまいます。お互い悔いが

残らないように、元気な時に考えて、話しておくことが大切です。 

http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_79.html
http://www.irasutoya.com/2014/08/blog-post_40.html
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◆すべての項目を記入する必要はありません。記入する順番に決ま

りはなく、書きやすい項目からお書きください。 
 

◆人の考えや状況は変わります。時折見直したり、書き足したりし

てみましょう。 
 

◆書かれた内容については、あなたの家族や周囲の人たちにも伝え

ておくことも大切です。 
 

◆別紙の『「人生の最終段階」に受けたい医療（私の想い）』を、記

入後は、もしもの時の為に、保険証等と一緒に、分かりやすい所

に保管しておきましょう。 

 

【目次】 
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３）わたしの大切な人達（つながり）           ･･･6 

４）かかっている医療機関                ･･･7 

５）今までかかった病気・アレルギー・使ってはいけない薬 ･･･9 
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２．これからのこと 

１）これからしたいこと                ･･･10 

２）過ごしたい場所 

３）人生の最期を迎えたい場所 

４）人生の最期に食べたいもの 

 

３．もしもの時のために（人生の最終段階に受けたい医療）  ･･･11   

 

４．わたしの人生が終わったら…              ･･･17 

 

５．メッセージ（伝えたいこと）                         ･･･16 

 

６．お役立ち情報（受けることができるサービスなど）   ･･･20 

記入についての注意 
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１．わたしのこと 

１）自己紹介 

   ふりがな 

氏名                            

生年月日                          

性別     男性 ・ 女性  

住所    〒   －     

                              

電話番号                          

携帯電話                          

備考（名前の由来や出生地、思い入れのある土地のことなど） 
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２）わたしの歩んできた道（振り返り） 

学校・仕事・家族のことなど 

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

  年  月（  歳頃）  

特技や資格 

 

 

エピソード（～心に残る想い出～ ご自由に ） 
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３）わたしの大切な人達（つながり） 

名前や関係を自由に書いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《記入例》 

 

 

 

 

 

わたし 

父：熊一 母：本子

熊男 

夫：城二 

長女：桜 

兄：湧太 妹：杏 

母：椿 

ペット 

犬のマル 

わ た し

父：熊男 

父：峰男 

親友 

大西さん 

Ｈ23.3～ 

娘の友達から

譲渡 

旅行友達 
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４）かかっている医療機関（歯科、薬局も含む） 

医療機関名 
受診科 

（担当医） 
電話番号 

病名・受けている治

療（分かるだけ） 

緊急時に伝えた方が

いいと言われている

薬などがあれば 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

このノートや別紙「人生の最終段階」に受けたい医療（私の想い）、

保険証やお薬手帳等は普段から保管する場所を決めておくと、いざ

という時に慌てずにすみます。 

 

 

http://www.irasutoya.com/2014/07/blog-post_4114.html
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『かかりつけ医』をもちましょう 

「かかりつけ医」とは、病気になった時、 

真っ先に相談したいお医者さんのことです。 

そのためにも、予防も含めて普段から、気軽に 

何でも相談できる関係を築いておくことが大切です。 

 

◆かかりつけ医をもった方が良い理由 

○自分や家族も含めて、健康診断の結果や日常の健康管理につい

て相談できます。  

○詳しい検査や高度な医療が必要と診断された場合には、適切な

医療機関や専門医を紹介してもらえます。 

○必要に応じて、訪問診療や訪問看護、介護サービス、訪問薬剤

師、相談窓口につないでもらえます。  

○介護保険を利用するための認定調査で、適切な主治医意見書を

書いてもらえます。 

○専門医の診療や入院が必要な場合も、かかりつけ医からの紹介

で受診すれば、手間や時間が節約でき、適切な医療を受けるこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆かかりつけ医を選ぶポイント◆ 

□健康な時から、健康診断の結果や日常の健康管理について相談でき、

話をじっくり聞いてくれるお医者さん 

□病気や治療法、薬などについて、分かりやすく説明をしてくれるお

医者さん 

□病状に応じて、専門医、医療機関に情報を送り、紹介してくれるお

医者さん 

□介護保険の利用が必要になった時、適切な主治医の意見書を書いて

くれ、ケアマネージャーや訪問看護師などとうまく付き合ってくれ

るお医者さん 

□在宅療養が必要になった時に、訪問診療をしてくれるお医者さん 
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５）今までかかった病気・アレルギー・使ってはいけない薬 

・今までに診断を受けたことのある病気 

 

□高血圧（  歳） □糖尿病（  歳） □脳疾患（  歳） 

□心臓病（  歳） □肝疾患（  歳） □腎疾患（  歳） 

□悪性腫瘍（  歳） □血液疾患（  歳）□リウマチ（  歳） 

□骨粗しょう症（  歳） 

□その他（                         ） 

 

・アレルギー（原因                      ） 

 （症状                           ） 

・使ってはいけない薬 

 

６）お世話になっている人達 

医療・福祉機関等 電話番号 

かかりつけ医（             ）  

緊急対応の病院（            ）  

かかりつけ薬局（            ）  

訪問看護ステーション（         ）  

ささえりあ（              ）  

担当ケアマネージャー（         ）  

  

  



 

10 

 

２．これからのこと 

１）これからしたいこと 

                               

                               

                               

                               

２）過ごしたい場所 

・自宅   ・老人ホームなど   ・家族の家 

・その他（                 ） 

その理由があればお書きください 

（                     ） 

入居したい老人ホーム等が決まっていれば、お書きください 

（                     ） 

３）人生の最期を迎えたい場所 

・自宅  ・病院  ・老人ホームなど  ・分からない 

・その他（           ） 

 ４）人生の最期に食べたいもの 

（               ） 

http://www.irasutoya.com/2012/02/blog-post_2200.html
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３．もしもの時のために（人生の最終段階に受けたい医療） 

最近では、「自分らしい最期の時」を迎えたいと考える人が増え、

「尊厳死」「平穏死」「終活」「エンディングノート」といった言葉を

耳にする機会も増えてきました。 

あなたやあなたのご家族は、いのちが終わるかもしれないような

時、「すべて先生にお任せします」と人生の最期の時を医師に委ねま

すか？ 最期の時もその人の人生であり、その人の「生き方」です。

すべてが想ったとおりになるとは限りませんが、「すべて医師任せ」

にせず、その時をどのように迎えたいのか、自分で考えてみましょ

う。 

 

次のページからは、人生の最終段階における医療処置（延命治療

(※)）について紹介しています。いずれの処置も、症状の回復のため

に行われるものですが、いったん治療を始めると中止が難しいもの

もあります。 

いざという時には、自分の意思を伝えられないこともあります。

元気な時から、延命治療について知り、人生の最終段階をどのよう

に過ごしたいか、家族や大切な人と話し合っておくことが大切です。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(※)延命治療とは・・・病状や衰弱が進み治療回復の見込みがなくやがて

死を迎える段階で、いろいろな技術により生命の維持を図る医療のことで

す。 

 命を永らえたいとの願いは実現されますが、中には、自分らしい最期を

迎えることができなくなったり、延命治療を受けた後になって「ここまで

してもらわなくて良かったのに…」と思われる患者さんやご家族もいらっ

しゃいます。 

 

 もしもの時、「延命治療を望む？望まない？」は、あなたの希望で

す。どちらの選択もありえます。また、痛みだけは取ってほしい等、

それぞれの治療内容を正しく理解し、選ぶこともできます。 

http://3.bp.blogspot.com/-T5ygrOUWSBQ/VOsJ6ySaOdI/AAAAAAAArvM/JW5gLR6fq7I/s800/fufu_engawa.png


ノートに付いている別紙「人生の最終段階」に受けたい医療（私の想い）に記入してみ

てください。また、医療に関する希望は状況により変わりやすいものです。時折見直した

り、書き足したりしてみましょう。 
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◆もしも、呼吸が止まったら・・・ 

  

器械による人工呼吸 
（気管に管を入れて、器械で自動的に呼吸させる方法） 

 

 

           ・して欲しい・して欲しくない 
             別紙にチェックしてください 

   

※気管挿管（きかんそうかん） 

チューブを口または鼻から気管まで入れ

て人工呼吸器につなぎます。薬で苦痛を和ら

げ処置されます。 

なお、緊急に行われる行為なので、長い期

間、人工呼吸を行うことになれば気管切開が

行われます。 

 

 

 

※気管切開（きかんせっかい） 

１～２週間を超えて、より長く人工呼吸器

が必要な場合は、局所麻酔を施し、のどを切

開して気管に穴を作り、そこに管を入れて人

工呼吸器をつなぎます。 

 

 

 

人工呼吸器を装着することで、自力で呼吸ができなくても生き

続けることができるようになります。呼吸できる力が回復するま

での一時的使用や、装着することで活動できる患者さんには非常

に大切なものです。 

しかし、回復の見込みがない場合には装着するかどうかについ

ては検討が必要となります。いったん装着されると、これによっ

て命が支えられていることになるので、はずす行為が難しくなり

ます。 

 



ノートに付いている別紙「人生の最終段階」に受けたい医療（私の想い）に記入してみ

てください。また、医療に関する希望は状況により変わりやすいものです。時折見直した

り、書き足したりしてみましょう。 
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◆もしも、心臓が止まったら・・・ 

  

心肺蘇生（しんぱいそせい） 
（心臓マッサージやカウンターショック） 

 

           ・して欲しい・して欲しくない 
             別紙にチェックしてください 

   

※心臓マッサージ 
心臓の拍動が停止している場合に、胸のあ

たり（胸骨）を圧迫して心臓から血液を送り

出し、拍動を再開させるための方法です。ま

た、医療機関では心臓の拍動の再開を促す薬

が同時に使われます。 

 

             ※カウンターショック（電気ショック） 

電気を流して、不整脈を整脈に回復させる 

方法をいいます。心臓をはさむようにして電

極を皮膚に貼り付けて、短時間に大きい電流

を流します。緊急の場合、一般の市民でも使

用できるように自動化された『ＡＥＤ』とい

う機器もあります。心臓マッサージとカウン

ターショックは組み合わせて行われます。 

 

 

◆もしも、口から食べることができなくなったら・・・ 

 

①自然にゆだねる  ・はい    ・いいえ 
              別紙にチェックしてください 

 

②点滴による水分補給 

 末梢の血管からの点滴のため、水分は補給

されますが、十分な栄養の補給はできません。 

 

           ・して欲しい・して欲しくない 
             別紙にチェックしてください 

  



ノートに付いている別紙「人生の最終段階」に受けたい医療（私の想い）に記入してみ

てください。また、医療に関する希望は状況により変わりやすいものです。時折見直した

り、書き足したりしてみましょう。 
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③特殊な点滴による栄養補給 
大きな血管を通して水分、栄養分を補給します。特別な処置が必要

で、長期に使用はできず、刺し口からの感染等に注意が必要です。  

 

           ・して欲しい・して欲しくない 
             別紙にチェックしてください 

 
 

④経鼻胃管（けいびいかん）による栄養補給 
鼻から胃または腸まで入れた管から、流動食や水分を補給します。

管が通っているのどや管を固定した部分に不快感があり、患者がそれ

を引き抜いてしまうことがあります。 
 

           ・して欲しい・して欲しくない 
             別紙にチェックしてください 

   

 
 

 

 

⑤胃ろう（いろう）による栄養補給 
 胃内に向かってお腹に開けられた穴に入れられた管から、直接胃に

流動食や水分を補給します。長期にわたって使用することができます。 
 

           ・して欲しい・して欲しくない 
             別紙にチェックしてください 

   

 

 

 

 

 

 

◆もしも、治る見込みがない病気にかかったら・・・ 

 ①正確な病名を 

   ・知りたい   ・知りたくない 
 

 ②あとどれくらい生きられるかを 
 

 

           ・知りたい   ・知りたくない

 

http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_569.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi9ocmylOzKAhWlJqYKHQ-rCowQjRwIBw&url=http://www.ne.jp/asahi/get/di/mano/gan5_8.html&bvm=bv.113943665,d.dGY&psig=AFQjCNEGqX0zb6rKtT40_iaGP5JiplWJMg&ust=1455157995847850
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『住み慣れた場所で穏やかな最期を迎えたい』と想っていたのに、

いざ呼吸が止まった時、慌てて救急車を呼んでしまうことは、少な

くありません。救急車を呼ぶとどうなるかご存知ですか？ 

  

救急車を呼ぶことは、「命を助けてほしい」というお願いをするこ

とです。 

 

その結果、本人が望まない医療処置が行われたり、自宅で最期を

迎えたいと想っていても、病院で最期を迎える可能性が高くなりま

す。容態が急変した時などに、とっさに判断することは難しいもの

です。日頃から家族と「容態が悪くなった時にどうするか」、「最期

をどう過ごしたいか」等について話し合い、その内容を、かかりつ

け医師や介護関係者にも伝えておきましょう。 

 

※判断に迷った時は、ためらうことなく、救急車を呼びましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしもの時に救急車を呼ぶと、どうなる！！ 

http://3.bp.blogspot.com/-CYrRn22k7nI/VhHgh8Gn9WI/AAAAAAAAy-w/V9Tim_nU2Yc/s800/kyuukyuusya_hansou.png
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◆わたしの想いを伝えている人や、頼りにしている人 

 もし、ご自身で判断ができなくなった時、あなたのことについて、

相談できる人 

   ふりがな 

氏名                            

続柄                            

性別    男性 ・ 女性 

電話番号                          

携帯電話                          

住所                            

【もしもの時の連絡先】 

氏名 電話番号 住所 続柄 
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４．わたしの人生が終わったら… 

◆お葬式は 

・葬儀場でしてほしい   ・自宅でしてほしい    

・その他（                       ） 

◆柩（ひつぎ）に一緒にいれてほしいものがある 

・はい   ・いいえ 

入れてほしい物 

（                           ） 

その他に決めていること、希望があれば（遺影や飾ってほしい花等） 

                               

                               

                               

◆臓器提供 

・希望する   ・希望しない 
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５．メッセージ（伝えたいこと）… 

家族・友人・大切な人たちへ 

（     ）へ 

                               

                               

                               

（     ）へ 

                               

                               

                               

（     ）へ 

                               

                               

                               

（     ）へ 
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（     ）へ 

                               

                               

                               

（     ）へ 

                               

                               

                               

お気に入りの写真等があれば、貼ってください 
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６．お役立ち情報（受けることができるサービスなど） 

在宅で療養する時に利用できるサービスはたくさんあります。 

【医療保険で受けることができるサービス】 

訪問診療とは、患者さんが病院や診療所などの医  

療機関に出向いて行けなくなった場合に、医師が

患者さんのお住まいの場所（自宅や施設等）に出

向いて診療を行うことです。 

●具体的に受けることができる内容は？ 

・診察、投薬     ・血液検査 

・点滴の管理     ・床ずれの処置 

・胃ろうなどの管理  ・在宅酸素療法 

・麻薬性鎮痛薬の管理 

・尿カテーテルの管理 

・気管カニューレや人工呼吸器の管理など 

※在宅で亡くなられた場合には、死亡診断書の作成も行います。 

●夜間や休日の対応は？ 

夜間や休日でも連絡が可能です。 

診察や処置が必要な場合は往診します。 

 

 
 

 

歯科医師が訪問して歯の治療や入れ歯の調整などを 

行います。また歯科衛生士が歯石を除去したり、歯 

と口の手入れの仕方などの指導をすることもあります。 

 

 

 

 

薬剤師が自宅に訪問し、服薬についての説明や 

飲み合わせの管理なども行います。 

 

 

訪問診療 

訪問歯科診療 

訪問服薬指導 

http://www.irasutoya.com/2015/08/blog-post_3.html
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 介護認定を受けた場合、介護保険を使って生活を助けるさまざま

なサービスを受けることができます。 

詳しくはケアマネージャーにお尋ねください。 

【介護保険で受けることができるサービス】 

 

介護福祉士やホームヘルパーが自宅を訪問し、サー

ビスを提供します。 

◆身体介護サービス 

 食事や排泄の介助、入浴、衣服の着脱、身体の清拭、整髪の介助。 

 移動や歩行の介助、その他の介助 

◆生活援助サービス 

 調理、洗濯、掃除、買い物など 

◆通院の時のサービス 

 介護タクシー利用時の乗車・降車介助サービス 

 

 

 訪問看護ステーションなどの看護師や理学療法士などが自宅を訪

問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や必要な診療の補助を

行います。２４時間体制での緊急呼び出しにも対応してくれるとこ

ろもあります。 

・全身状態の観察、点滴、注射 

・入浴介助、清拭、洗髪 

・リハビリテーション 

・床ずれ等の予防、処置 

・家族への介護方法の指導 

・痛みを伴う方の緩和ケアなど 

 

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車な  

どで訪問し、お部屋で入浴の介助を行います。

看護師などが健康のチェックも行います。 

 

訪問介護 

訪問看護 医療保険でも受けることができます 

訪問入浴介護 
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 介護用ベッド、様々なマットレス、じょく瘡予防用具、歩行器や

歩行杖、車椅子等のレンタルができます。浴室やトイレで利用する

福祉用具、簡易手すり、シャワー椅子やすのこなどが購入できます。

また、手すりや段差解消などの改修工事を受けることができます。 

 

 

 

＜例＞ 

・車椅子 

・車椅子付属品（電動補助装置など） 

・特殊寝台（介護用ベッド） 

・じょく瘡予防用具（エアーマットなど） 

・手すり（工事をともなわないもの） 

・スロープ（工事をともなわないもの） 

・歩行器 

・歩行補助つえ 

・移動用リフト（入浴用リフトなど） 

 

 

＜例＞ 

・ポータブルトイレ 

・入浴補助用具（シャワーチェア、手すりなど） 

・簡易浴槽 

 

 

＜例＞ 

・手すりの取り付け 

・段差の解消 

・滑りにくい床材への変更 

・引き戸などへの扉の取り替え、ドアノブの取り替えなど 

・和式便座から洋式便座への変更、洗浄機能付き便座の設置 

福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修工事 

借りることができるもの 
 

購入できるもの 
 

住宅改修費の支給 

http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_26.html
http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_10.html
http://bsoza.com/ill_welfare/w_equipment01_a08.htm
http://bsoza.com/ill_welfare/w_equipment01_a05.htm
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://medical.toykikaku.com/files/2011/05/shower_chairs-350x350.jpg&imgrefurl=http://medical.toykikaku.com/assistive_technology/shower_chairs/&h=350&w=350&tbnid=IY5hCAPMgePDqM:&docid=1LZu_jL5qOMhUM&ei=ki_2Va7WBojR0ASizoDQAQ&tbm=isch&ved=0CCEQMygBMAFqFQoTCK7n_Pq79ccCFYgolAodIicAGg
http://www.irasutoya.com/2015/11/blog-post_946.html
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デイサービスセンター（日帰り介護施設）などに通い、食事、入

浴の提供、日常動作訓練、レクレーションなどを受けることができ

ます。ご家族の介護負担の軽減にもつながります。 

 

 

 

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法

士によるリハビリテーションなどを受けることができます。 

入浴介助、季節の行事、レクレーション等を楽しむことができます。 

 

 

 

 短期間、施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることが

できます。 

 

 

 

通い(デイサービス)を中心とし、随時、訪問(訪問介護)や泊まり

(ショートステイ)を組み合わせサービスが提供できます。 

 

 

 

日中･夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞ

れが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行い、２４

時間の安心を包括的･効率的に提供します。 

 

 

 

◆移動サービス 

 入退院の時などに、寝たきりの方のリクライニング車椅子や寝台

車での送迎サービスを行います。 

◆配食サービス 

※介護保険適用外の便利なサービスなどについては、ケアマネージ

ャー、もしくは、ささえりあなどの相談窓口にご相談ください。 

通所介護（デイサービス） 

通所リハビリテーション（デイケア） 

短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートステイ） 

介護保険適用外の便利なサービス 

小規模多機能居宅介護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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介護や福祉で困った時は【相談窓口】 

地域包括支援センター（高齢者支援センター） 

圏域校区 通称 電話番号 

中
央
区 

1 壺川、城東、慶徳、一新、五福  ささえりあ熊本中央 096-319-0222 

2 向山、本荘、春竹  ささえりあ本荘 096-221-3242 

3 碩台、黒髪  ささえりあ浄行寺 096-243-2233 

4 白川、大江、白山  ささえりあ白川 096-211-6011 

5 出水、出水南、砂取  ささえりあ水前寺 096-362-0065 

6 託麻原、帯山、帯山西  ささえりあ帯山 096-241-0230 

東 

区 

7 尾ノ上、東町、健軍東、山ノ内、月出 ささえりあ尾ノ上 096-331-6355 

8 西原、託麻西 ささえりあ保田窪 096-387-8201 

9 託麻東、託麻北、託麻南、長嶺  ささえりあ託麻 096-380-7078 

10 画図、健軍、泉ヶ丘  ささえりあ江津湖 096-214-6888 

11 秋津、若葉、桜木、桜木東  ささえりああさひば 096-360-5550 

西 

区 

12 高橋、池上、城山  ささえりあ三和 096-329-6743 

13 城西、花園、池田  ささえりあ井芹 096-311-5311 

14 古町、春日、白坪  ささえりあ花陵 096-247-6030 

15 芳野、河内  ささえりあ金峰 096-277-2588 

16 小島、中島  ささえりあ熊本西 096-329-2016 

南 

区 
17 富合  ささえりあ富合 096-358-5556 

18 御幸、田迎、田迎南、田迎西  ささえりあ幸田 096-370-5055 

19 力合、力合西、城南、川尻、日吉、日吉東  ささえりあ熊本南 096-358-7222 

20 飽田東、飽田南、飽田西  ささえりあ飽田 096-227-1695 

21 中緑、銭塘、奥古閑、川口  ささえりあ天明 096-223-2660 

22 杉上、隈庄、豊田  ささえりあ城南 0964-28-1131 

北 

区 

23 植木、山本、田原、菱形、桜井、山東、吉松、田底  ささえりあ植木 096-272-6914 

24 川上、西里、北部東  ささえりあ北部 096-275-6355 

25 清水、高平台  ささえりあ清水・高平 096-343-0170 

26 城北、麻生田 ささえりあ新地 096-288-4800 

27 龍田、武蔵、弓削、龍田西、楠、楡木 ささえりあ武蔵塚 096-339-8130 



 

 

 

行政の窓口 

 
住所 電話番号 

在宅医療相談窓口（医療政策課内）  
熊本市中央区大江 5丁目 1-1 

096-364-2600 

医療政策課 096-364-3186 

高齢介護福祉課 熊本市中央区手取本町 1-1 096-328-2347 

中央区役所福祉課 熊本市中央区手取本町 1-1 096-328-2311 

東区役所福祉課 熊本市東区東本町 16-30 096-367-9127 

西区役所福祉課 熊本市西区小島 2丁目 7-1 096-329-5403 

南区役所福祉課 熊本市南区富合町清藤 405-3 096-357-4129 

北区役所福祉課 熊本市北区植木町岩野 238-1 096-272-1118 
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